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別添 

○ 接続約款変更認可申請書(東日本) (写) 
 



平成２０年２月２８日  

 

 情報通信審議会電気通信事業部会 

  部会長  根 岸  哲 殿 

 

                       接 続 委 員 会 

                          主 査    東 海  幹 夫 

 

 

報 告 書 

 

 

平成２０年１月１５日付け諮問第１２０２号をもって諮問された事案について、調査の結果、

下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 本件、東日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ東日本」という。）の第一種指定電気通信

設備に関する接続約款の変更の認可については、諮問のとおり認可することが適当と認めら

れる。 

 

２ なお、提出された意見及びそれに対する当委員会の考え方は、別添のとおりであり、総務省に

おいては、次の点が確保されることを要望する。（括弧内は別添において対応する当委員会

の考え方） 

 

 ・ 総務省においては、ＮＴＴ東日本に対し、今回追加される接続工事等の時刻指定手続の

手続費に係る作業時間について、運用実績を踏まえ適時再計測し、その結果を総務省に報

告するとともに、見直しが必要と認められる場合は、接続料の再計算時における手続費の

見直しに反映することを要請すること。（考え方４） 

１ 



東日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の 

変更案への意見及びそれに対する考え方 

（加入光ファイバの開通工事に係る時間指定手続の追加） 

意   見 考  え  方 

意見１ 現行の一般予約メニューについても、施工スケジュール確定を早期に完了すること

により、「実施時間（目安）や作業者情報の早期確定」という法人ユーザの要望に対応でき

るよう運用の改善を図るべき。 

 考え方１ 

○ 現在、加入ダークファイバの現地調査又は開通工事（以下、「接続工事等」といいます。）に

ついては、個別の費用負担なしで実施日及び実施時間帯（「午前１」、「午前フリー」、「午後

１」、「午後フリー」等）を予約可能である、一般的な予約メニュー（以下、「現行メニュー」とい

います。）が提供されているところです。現行メニューは接続工事等の調整を行う際に大変有

用なものとなっております。 

現行メニューの運用においては、工事開始時刻の予測が比較的容易である「午前１」およ

び「午後１」の時間帯に予約の空きがないことが多く、ほとんどの工事で、時間幅が広いため

に工事開始時刻の予測が困難である「午前フリー」および「午後フリー」の時間帯を予約せざ

るを得ない状況にあります。そのため、接続事業者は、ＮＴＴ東日本殿より個別の工事ごと

に、実施時間帯をご連絡頂く必要があります。しかしながら、接続事業者がＮＴＴ東日本殿か

らそれらの確定情報をご連絡頂くことができるのは、大半が、実施日前日の午後（もしくは夕

方）となっています。 

加えて、いずれの時間帯で予約した場合であっても、作業者に関する情報（施工会社名、

人数、担当者名等）をＮＴＴ東日本殿より個別の工事ごとにご連絡頂く必要がありますが、こ

れについてもまた、接続事業者がＮＴＴ東日本殿からご連絡を頂けるのは、大半が実施日前

日の午後（もしくは夕方）であり、上記と同様、対応に苦慮しております。（以下、実施時間帯

および作業者に関する情報を「工事実施に必要となる情報」といいます。） 

   工事実施に必要となる情報の入手が工事実施日の前日であると、接続事業者は、入局先

建物の管理者様、工事業者様等が必要とする時期に必要な情報をご連絡し、工事を円滑に

調整・実施することが不可能で、対応に大変苦慮しているところです。 

従って、今回、接続工事等を行う際の到着時刻を有償で指定できる特別な予約メニュー

（以下、「新メニュー」といいます。）が追加されることには賛同致しますが、同時に現行メニュ

ーについても、運用の改善が図られるべきであると考えます。つきましては、工事実施に必要

となる情報の早期回答の実現が図られるよう、ＮＴＴ東日本殿における工事稼動調整の迅速

化等、業務効率の改善についてご検討いただきたいと考えます。 

 

  （ＫＤＤＩ） 

○ 本件接続工事等の時刻指定手続（以下「特別予約メニュー」

という。）は、接続事業者等が指定した時刻に接続工事等の実

施を可能とするため、工事稼働調整等に必要な期間を考慮し

て申込の期限を接続工事等の日の２週間前としており、開通納

期は最短でも申込期限の２週間後とならざるを得ない。 

   他方、現行の一般予約メニューは、元来、接続事業者等から

の開通納期の短縮化の要望に応えるとともに、効率的に接続

工事等を行うために運用されてきたものであるが、特別予約メ

ニューと同等の運用を図るためには、接続工事等の工事稼働

調整及び実施時間帯の調整等のため、特別予約メニューと同

程度の申込期限の前倒化と開通納期の長延化が必要となるほ

か、接続工事等の効率的な運用に影響が及ぶ可能性がある。 

   このため、意見にある一般予約メニューの運用の改善に関

し、より適切かつ効率的な運用方法があれば接続事業者等が

これをＮＴＴ東日本に提案・協議し、ＮＴＴ東日本において、必要

に応じて運用の改善を行うことが適当である。 

別添 

 ２
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○ 法人ユーザからの要望を踏まえ、加入光ファイバの現地調査又は開通工事（以下「接続工

事等」という。）を行う際の到着時刻を指定し予約できるメニューを追加することとされておりま

すが、弊社共の認識としては、法人ユーザの要望の多くは到着時刻を指定したいというよりも

「実施時間（目安）や作業者情報を早期に確認したい（※）」ということであり、現状としてそれ

が実現していない事例が多いため、事前の「到着時刻の指定」への要望につながっている可

能性が大きいものと考えます。 

 

（※）昨今ではセキュリティーの関係から、お客様からビル管理会社等に対して事前に入館時間や

作業者情報について申請しなければならないケースが増えております。 

 

現在運用されている実施日及び実施時間帯を予約するメニュー（以下「一般予約メニュー」

という。）においては、「午前」「午後」等の実施時間帯予約を行い、到着時刻の目安を接続工

事等実施日の前日もしくは前々日に個別に問い合わせて確認しておりますが、これは NTT

東日本の接続工事等の施工スケジュールが確定する時期に合わせた運用となっておりま

す。施工スケジュール確定をより早期に完了することで、「実施時間（目安）や作業者情報の

早期確定」という法人ユーザの要望に対応できるよう、一般予約メニューにおける運用改善を

強く要望いたします。 

 

また、両メニューの差異は、接続工事等を行う際の到着時刻をユーザが指定するのか、

NTT 東日本が指定するのか、という点のみであり、その他は同水準のサービスレベルとすべ

きと考えます。しかしながら、一般予約メニューにおいては、工事予約したにもかかわらず、

実際には稼動がとれないと回答される事例があります。これは、工事稼動を予約した時点で

は施工スケジュールが厳密に確定していないことに起因するものと考えられますが、接続工

事等の到着時刻の目安確定において、有償予約メニューとの差異が発生することのないよ

う、一般予約メニューにおける運用改善を強く要望いたします。 

 

 （ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

意見２ 新メニューの追加により、現行の一般予約メニューのサービスレベルが低下しないよ

うにすべき。 

考え方２ 

○ 新メニューの追加により、現行メニューの運用品質が現状より下がることがないようにすべ

きと考えます。 

 

 （ＫＤＤＩ） 

 

○ 今回、接続工事等を行う際の到着時刻を有償で指定できる特別な予約メニュー（以下「有

○ 本件特別予約メニューは、接続事業者等のオプションとして

予約メニューの充実化を図るために追加するものであり、現行

の一般予約メニューのサービスレベルを低下させるものではな

い。 

   なお、ＮＴＴ東日本においては、本件特別予約メニューの追加

によって、現行の一般予約メニューのサービスレベルの低下を
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償予約メニュー」という。）が追加されることで一般予約メニューのサービスレベルを低下させ

ることのないよう、有償予約メニュー専用の稼動枠を用意するか既存の稼動枠を増やすこと

で、一般予約メニューによる接続工事等の稼動枠を維持することの徹底を要望いたします。 

 

 （ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

招かないよう、従来どおりの運用の維持・向上に努めることは

当然のことである。 

 意見３ ユーザ要望による柔軟な指定時刻の変更等の対応や到着時刻を厳守できなかった

場合の違約金の支払いなど、有償予約メニュー独自のサービス基準を設けることが必要。 

 考え方３ 

○ ユーザの観点では、自ら時刻指定することが可能となることから、有償予約メニューに求め

るサービスレベルがより高くなることが想定されるため、ユーザ要望による指定時刻の変更

等に可能な限り柔軟に対応すること、コミットした到着時刻を厳守できなかった場合に違約金

の支払いを行うことなど、有償予約メニュー独自のサービス基準を設けることが必要と考えま

す。 

 

 （ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

○ 今回の特別予約メニューは法人ユーザからの要望を踏まえて

追加されるものであり、今後、更なるサービスメニューの充実の

ための要望・提案があれば、ＮＴＴ東日本において検討し、可能

な限り柔軟な対応・措置を図ることが望まれる。 

   なお、今回の特別予約メニューは、指定された時刻に接続工

事等を行う場所に到着した場合に手続費の支払義務が発生す

るものであり、また、指定された時刻に到着した場合であって

も、ＮＴＴ東日本の責めに帰すべき事由により、接続工事等が

完了しなかった場合には手続費の支払を要しないものとしてい

るため、意見のように加算的な違約金の支払等のサービス基

準を設けることは必要ないと考えられる。 

 意見４ 新メニューの運用条件を柔軟化するとともに、手続費の低廉化のため作業時間や効

率化を検証し、手続費の見直しを行うことが必要。 

 考え方４ 

○ 新メニューの追加は有意義であると考えますが、平成２０年１月２２日の事業者説明会にお

いてＮＴＴ東日本殿から説明された運用条件については、柔軟化していただくことが必要と考

えます。具体的には次のとおりです。 

①指定できる時刻は９：００～１６：００の正時 

⇒ １時間刻みではなく、３０分刻みで時刻指定できるようにして頂きたい。 

②接続工事等を希望する日から１４日前までに予約することが必要 

⇒ 現行メニューと同様、５～１０日前までとして頂きたい。 

③手続費はモデルにより算出（８，５８７円／１工事又は１調査） 

⇒ モデルでは１施工時間が６０分、調整時間（接続工事等の前に設けた待機時間）が

最大１２０分等、仮定の数字で検討されています。したがって、ＮＴＴ東日本殿におか

れましては、手続費の低廉化に向けた検討を行って頂き、新メニューの運用開始から

１年後等を目途に、待機時間の実績、ＮＴＴ東日本殿による効率化の努力等について

検証し、必要に応じ手続き費の見直しを行うべきであると考えます。 

 

○ 考え方３に示したとおり、今後、更なるサービスメニューの充

実のための要望・提案があれば、ＮＴＴ東日本において検討し、

可能な限り柔軟な対応・措置を図ることが望まれる。 

   また、ＮＴＴ東日本においては、特別予約メニューの手続費に

係る作業時間については、運用実績を踏まえ適時再計測し、そ

の結果を総務省に報告するとともに、見直しが必要と認められ

る場合には、接続料の再計算時における手続費の見直しに反

映することが適当である。 
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 （ＫＤＤＩ） 

 

○ 接続約款変更案に対する意見募集の別紙１※Ⅱ主な変更内容（２）手続費の算定に、作業

時間の考え方が示されていますが、以下の理由により作業時間の考え方を見直すことが必

要と考えます。        ※http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/pdf/080115_6_bs1.pdf 

 

－モデル化された各パターンは、接続工事等の稼動率が１００％であることを前提としている

と考えられるが、各パターンごとの施工班数などを根拠とする現実的な稼働率を考慮した

調整時間の平均を接続工事等に必要な作業時間とすべきであるため。 

－稼働率が下がれば、施工時間に空きが生じることから、当該モデルに示された調整時間

はより短く設定できるため。 

－パターン２（１０時指定）、パターン３（１１時指定）については、時刻指定の施工前に通常施

工が予定されないことから、パターン１と同様に調整時間は不要と考えられるため。 

－パターン４～８については、通常施工の開始時刻を遅らせることで調整時間を削減できる

可能性があるため。 

 

 （ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

○ 今回の作業時間数の算定は、通常の工事稼動時間を１時間毎に区切ったモデルケースで

行われているため、実績の蓄積後は、工事実態を調査し、十分にその工数が効率的である

かの確認をした上で、実際に掛かった移動時間や作業時間の計測を基にパターンの再検討

が必要と考えます。 

また、現状では、時刻指定の為の待機時間が１時間から２時間と長く確保されていますの

で、確実に指定時刻に工事開始が行われてことが担保されるべきと考えます。 

 

 （イー・アクセス、イー・モバイル） 

 意見５ 今後、時刻指定手続きをＢフレッツのユーザー向けメニューとして提供する場合には、

本申請における手続費と同等性が確保されるべき。 

 考え方５ 

○ 今後、時刻指定手続きをＢフレッツのユーザー向けメニューとして提供される場合には、本

申請における手続費と同等性が確保されるべきと考えます。 

 

 （イー・アクセス、イー・モバイル） 

○ 今回の特別予約メニューについては、同等性の観点から、ＮＴ

Ｔ東日本の利用部門も含む接続事業者に対して等しく適用する

ことは当然のことである。 
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Ⅰ 申 請 概 要 
 

 

１．申請者 

東日本電信電話株式会社 

代表取締役社長  髙部 豊彦 

（以下「ＮＴＴ東日本」という。） 

 

 

２．申請年月日 

  平成20年１月９日（水） 

 

３．実施予定日 

 認可後、速やかに実施。 

 

４．概要 

現在、加入光ファイバの現地調査又は開通工事（以下「接続工事等」とい

う。）については、実施日及び実施時間帯を個別の費用負担なしで予約すること

が可能となっているところ。 

今回、法人ユーザからの要望を踏まえ、接続工事等を行う際の到着時刻を指定

し予約できるメニューを追加するため、電気通信事業法第33条第２項の規定に基

づき接続約款の変更を行う。 
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Ⅱ 主な変更内容 
 

現在、ＮＴＴ東日本が実施する加入光ファイバの接続工事等については、実施

日及び実施時間帯を予約することが可能となっているところ。 

今回、法人ユーザからの要望を踏まえ、こうした一般的な予約メニューに加え、

接続工事等を行う際の到着時刻を有償で指定できる特別な予約メニューを新たに

追加することから、接続工事等の時刻指定に係る手続費を設定するため接続約款

の変更を行う。 

 

（１）手続費の設定 

接続工事等を行う際の到着時刻を有償で指定できる特別な予約メニューとし

て、次の手続費を設定。 

 

区分 単位 手続費の額 

接続工事等時刻

指定手続費 

指定時刻に接続工事等を行う

場所に到着するための手続に

要する費用 

１件ごとに 8,587円

 

  

（２）手続費の算定 

   指定された時刻に接続工事等を行う場所に到着し、接続工事等を開始するた

めに必要となる調整時間に作業単金を乗じて算定。 

 

   

 

 

 

 

  ○ 作業時間の考え方 

    9時指定から16時指定までの時間を1時間刻みで8パターンにモデル化し、10

時以降の指定については、指定された時刻に接続工事等を行う場所に到着す

るために必要な調整時間（接続工事等の前に設けた待機時間）を設け、当該

調整時間の平均を接続工事等に必要な作業時間とする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（料金額） （作業時間） （作業単金）

8,587円/1工事又は1調査 ＝ 1.313時間 × 6,540円/時間
(78.8分） （Ｈ18認可ベース）

調整

パターン８
（16時指定）

パターン７
（15時指定）

パターン６
（14時指定）

パターン５
（13時指定）

パターン４
（12時指定）

パターン３
（11時指定）

パターン２
（10時指定）

パターン１
（9時指定）通常

施工施工施工
施工施工

施工施工
施工施工施工施工施工

施工施工休憩施工施工
調整休憩

施工休憩
休憩休憩休憩調整施工休憩休憩

施工
施工施工施工休憩調整施工施工

施工

施工施工施工施工施工施工施工

調整施工施工施工施工
施工施工

調整施工

施工施工

施工施工
施工施工

調整

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

移動時間
（通常）

施工時間
（通常）

移動時間
（時刻指定）

施工時間
（時刻指定）

時刻指定に
必要となる
調整時間

【凡例】

９０ ７８．８１２０６０９０９０１２０６００
時刻指定に必要とな

（分）る調整時間等

平均

調整

パターン８
（16時指定）

パターン７
（15時指定）

パターン６
（14時指定）

パターン５
（13時指定）

パターン４
（12時指定）

パターン３
（11時指定）

パターン２
（10時指定）

パターン１
（9時指定）通常

施工施工施工
施工施工

施工施工
施工施工施工施工施工

施工施工休憩施工施工
調整休憩

施工休憩
休憩休憩休憩調整施工休憩休憩

施工
施工施工施工休憩調整施工施工

施工

施工施工施工施工施工施工施工

調整施工施工施工施工
施工施工

調整施工

施工施工

施工施工
施工施工

調整

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

移動時間
（通常）

施工時間
（通常）

移動時間
（時刻指定）

施工時間
（時刻指定）

時刻指定に
必要となる
調整時間

【凡例】

９０ ７８．８１２０６０９０９０１２０６００
時刻指定に必要とな

（分）る調整時間等

平均

７８．８９０ １２０ ６０ ９０ ９０ １２０ ６０ ０ 時刻指定に必要とな

る調整時間（分） 



 

８

審 査 結 果 
 

 電気通信事業法施行規則（昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「施行規則」という。）、接続

料規則（平成 12 年郵政省令第 64 号）及び電気通信事業法関係審査基準（平成 13 年１月６

日総務省訓令第 75 号。以下「審査基準」という。）の規定に基づき、以下のとおり審査を行

った結果、認可することが適当と認められる。 

審  査  事  項 審査 

結果 

事 由 

１ 施行規則第23条の4第1項で定める箇所における技術的条

件が適正かつ明確に定められていること。（審査基準第 15 条

(1)ｱ） 
－ 

該当事項なし。 

２ 接続料規則第 4条で定める機能ごとの接続料が適正かつ明

確に定められていること。（審査基準第 15 条(1)ｲ） － 該当事項なし。 

３ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び当

該指定電気通信設備とその電気通信設備を接続する他の電気

通信事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められて

いること。（審査基準第 15 条(1)ｳ） 

適 
 本手続の支払義務については、

接続約款第68条に規定を追加する

こととしており、適正かつ明確に

定められていると認められる。 

４ 電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別が

適正かつ明確に定められていること。（審査基準第 15 条(1)ｴ）
－  該当事項なし。 

５ 他事業者が接続の請求等を行う場合において、①必要な情

報の開示を受ける手続、②接続の請求への回答を受ける手続、

③協定の締結及び解除の手続、④情報開示に係る標準的期間、

⑤接続の請求から回答・接続が開始されるまでの標準的期間

等が適正かつ明確に定められていること。（施行規則第 23 条

の 4第 2項第 1号及び審査基準第 15 条(1)ｵ） 

－ 

該当事項なし。 

６ 他事業者が接続に必要な装置を建物、管路、とう道若しく

は電柱等に設置等する場合において、①情報の開示を受ける

手続、②設置等の可否について回答を受ける手続、③他事業

者が工事又は保守を行う場合の手続、④工事又は保守に他事

業者が立会いをする手続、⑤工事に係る標準的期間、⑥場所

等に関して他事業者が負担すべき金額、⑦工事等に関して他

事業者が負担すべき金額が適正かつ明確に定められているこ

と（施行規則第 23 条の 4第 2項第 2号及び審査基準第 15 条

(1)ｵ） 

－ 

該当事項なし。 

７  他事業者が屋内配線を利用する場合において、①工事を行

う手続、②負担すべき金額、③利用する場合の条件が適正か

つ明確に定められていること。（施行規則第 23 条の 4第 2項

第 3号及び審査基準第 15 条(1)ｵ） 

－ 
該当事項なし。 

８  第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が工事

若しくは保守、料金の請求若しくは回収その他第一種指定電

気通信設備との接続に係る業務を行う場合に、これに関して

当該他事業者が負担すべき能率的な経営の下における適正な

原価に照らし公正妥当な金額が適正かつ明確に定められてい

ること。（施行規則第 23 条の 4第 2項第 4号及び審査基準第

15 条(1)ｵ） 

適 

 本件申請に係る手続費は、能率

的な経営の下における適正な原価

に照らし公正妥当な金額が明確に

定められていると認められる。 

９  第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び他

事業者がその利用者に対して負うべき責任に関する事項が適 －   該当事項なし。 



 

９

正かつ明確に定められていること。（施行規則第 23 条の 4第

2項第 5号及び審査基準第 15 条(1)ｵ） 

10  法第８条第１項の重要通信の取扱方法が適正かつ明確に定

められていること。（施行規則第 23 条の 4第 2項第 6号及び

審査基準第 15 条(1)ｵ） 
－ 

  該当事項なし。 

11  他事業者が接続に関して行う請求及び第一種指定電気通信

設備を設置する電気通信事業者が当該請求に対して行う回答

において用いるべき様式が適正かつ明確に定められているこ

と。（施行規則第 23 条の 4 第 2 項第 7 号及び審査基準第 15

条(1)ｵ） 

－ 

  該当事項なし。 

12 他事業者と協議が調わない場合のあっせん又は仲裁による

解決方法（施行規則第 23 条の 4第 2項第 8号及び審査基準第

15 条(1)ｵ） 
－ 

 該当事項なし。 

13 番号ポータビリティ機能の接続料について、施行規則第 15

条の 2ただし書の規定によるときは、固定端末系伝送路設備

を直接収容する交換等設備を設置する電気通信事業者が当該

機能の接続料を負担すべき電気通信事業者から当該機能の接

続料の額に相当する金額を取得し当該機能の接続料を第一種

指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に支払うことを

確保するために必要な事項が適正かつ明確に定められている

こと。（施行規則第 23 条の 4第 2項第 9号及び審査基準第 15

条(1)ｵ） 

－ 

 該当事項なし。 

14 前各号に掲げるもののほか、他事業者の権利又は義務に重

要な関係を有する電気通信設備の接続の条件に関する事項が

あるときは、その事項が適正かつ明確に定められていること。

（施行規則第23条の4第2項第10号及び審査基準第15条(1)

ｵ） 

－ 

 該当事項なし。 

15 有効期間を定めるときは、その期間が適正かつ明確に定め

られていること。（施行規則第 23 条の 4第 2項第 11 号及び審

査基準第 15 条(1)ｵ） 
－ 

該当事項なし。 

16 接続料が接続料規則に定める方法により算定された原価に

照らし公正妥当なものであること。（審査基準第 15 条(2)） － 
該当事項なし。 

17  接続の条件が、第一種指定電気通信設備を設置する電気通

信事業者がその指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接

続することとした場合の条件に比して不利なものでないこ

と。（審査基準第 15 条(3)） 

－ 
該当事項なし。 

18  特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いをするも

のでないこと。（審査基準第 15 条(4)） 適 
 本件申請において、特定の電気

通信事業者に対し不当な差別的取

扱いをする旨の記載は認められな

い。 

 



情 審 通 第 ※ ※ 号  

平成２０年２月２８日  

 

 総 務 大 臣 

  増 田 寛 也 殿 

   

 

                          情 報 通 信 審 議 会 

                            会 長   庄 山  悦 彦   

 

 

答 申 書（案） 

 

 

平成２０年１月１５日付け諮問第１２０２号をもって諮問された事案について、審議の結果、

下記のとおり答申する。 

 

記 

 

１ 本件、東日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ東日本」という。）の第一種指定電気通信

設備に関する接続約款の変更の認可については、諮問のとおり認可することが適当と認めら

れる。 

 

２ なお、提出された意見及びそれに対する当委員会の考え方は、別添のとおりであり、総務

省においては、次の点が確保されることを要望する。（括弧内は別添において対応する当審

議会の考え方） 

 

・ 総務省においては、ＮＴＴ東日本に対し、今回追加される接続工事等の時刻指定手続の

手続費に係る作業時間について、運用実績を踏まえ適時再計測し、その結果を総務省に報

告するとともに、見直しが必要と認められる場合は、接続料の再計算時における手続費の

見直しに反映することを要請すること。（考え方４）  

 １０



接続約款変更認可申請書  

東相制第 07叫132号  

平成20年 ㌔月㌢ 目  

総務大臣  

増田 寛也殿  

郵便番号 163－8019  
とつきょうとしんじゅくくにししんじゅくさんちょつめ  

住所  東京都新宿区西新宿三丁目19叫2  

名称及び代表者の氏名  

ひがしにっぼんでんしんでんわかぶしきがいしや  

東日本電信電話株式会社  

たかべ  とよひこ  

代表取締役社長 南部豊  

登録年月日及び登録番号  

平成16年4月1日 第233号   

電気通信事業法第33条第2項の規定により、別紙のとおり接続約款の変更の  

認可を受けたいので申請します。   



 1

電気通信事業法第33条第２項に基づく第１種指定電気通信設備との接続に関する契約約款の一部改正 

旧 新 
第３節 工事費及び手続費等の支払義務 

（手続費の支払義務） 

第68条 協定事業者は、次の各号の場合には、料金表第２表第２（手続費）に規定する手続費の支払いを

要します。 

(1)～(27)（略） 
 

 

 

 

２ （略） 

 

 

３ 当社は、支払いを要しないこととされた手続費が既に支払われているときは、その手続費を返還しま

す。 

４ 第１項の規定にかかわらず、手続きの開始後終了前にその手続きの請求の取消しがあった場合には、

協定事業者は、その手続きの請求の取消しにより新たに発生する費用及びそれまでに既に発生した費用

に消費税相当額を加算した額（個別に協議して定める額とし、個別契約の規定により算定するときは、

その額とします。）を負担することを要します。 

 

料金表 

第２表 工事費及び手続費 

 第２ 手続費 

  １ 適用 （略） 

２ 手続費の額 

２－１ 手続費 

区 分 単位 手続費の額 備考 
(1)～(30)（略） （略） （略） （略） （略） 

 

２－２～２－３（略） 

第３節 工事費及び手続費等の支払義務 

（手続費の支払義務） 

第68条 協定事業者は、次の各号の場合には、料金表第２表第２（手続費）に規定する手続費の支払いを 

要します。 
(1)～(27)（略） 

(28) 当社が、第 34 条の４（光信号端末回線又は光信号局内伝送路の接続申込み）第２項に規定する回答 

を行うための現地調査又は光信号端末回線の接続に係る工事（以下、「接続工事等」といいます。）を 

行う場合に、協定事業者が指定した時刻（当社が承諾したものに限ります。以下、「指定時刻」といい

ます。）に接続工事等を行う場所に到着したとき。 

２ （略） 

３ 第１項第28号の規定にかかわらず、当社の責めに帰すべき事由により、接続工事等が完了しなかった

ときは、手続費の支払いを要しないこととします。 

４ 当社は、支払いを要しないこととされた手続費が既に支払われているときは、その手続費を返還しま

す。 

５ 第１項の規定にかかわらず、手続きの開始後終了前にその手続きの請求の取消しがあった場合には、

協定事業者は、その手続きの請求の取消しにより新たに発生する費用及びそれまでに既に発生した費用

に消費税相当額を加算した額（個別に協議して定める額とし、個別契約の規定により算定するときは、

その額とします。）を負担することを要します。 
 

料金表 

第２表 工事費及び手続費  

 第２ 手続費 

 １ 適用 （略） 

２ 手続費の額 

２－１ 手続費 

区 分 単位 手続費の額 備考 
(1)～(30)（略） （略） （略） （略） （略） 

(31)接続工事等時

刻指定手続費 

指定時刻に接続工事等を行う場所

に到着するための手続きに要する

費用 

１件ごとに 8,587 円      

 

２－２～２－３（略） 

 

附 則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、認可を受けた後、速やかに実施します。 

（接続工事等時刻指定手続費の適用に関する経過措置） 

２ この改正規定にかかわらず、第68条（手続費の支払義務）第１項第28号、同条第３項及び料金表第２

表（工事費及び手続費）第２（手続費の額）２－１（手続費）第31欄の規定については、当社の準備が

整い次第適用を開始するものとします。 

 



その他費用の算定根拠
（ＮＴＴ東日本）
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Ⅰ　手続費

（１）接続工事等時刻指定手続費

（単位：円）
（単位：時間）
（単位：円） ①×②

②１の手続に要する作業時間 1.313
③当該作業に係る手続費 8,587

区       　分 金　　額　　等 備        考

①作業単金（１時間あたり） 6,540

2
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